
 

黒 潮 総 第 ５ ６ ６ 号  
令和７年１０月１７日  

 
各課等の長 様 

 
黒 潮 町 長 

 
 

令和８年度予算編成方針について（通知） 
 
 黒潮町財務規則第７条の規定に基づき、令和８年度予算編成方針を定めた 
ので通知します。 
 各課等においては、本方針に基づき、予算見積書等の関係書類を調整し、   
定められた期限までに予算入力及び資料を提出してください。 
 
 
 
 
 

予算入力及び資料提出期限 令和７年１２月５日（金） 
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令和８年度当初予算編成方針 
 
 
国の動向及び町の財政状況 
 

我が国の経済状況は現在、緩やかに回復している一方で、米国の関税措置等の影響
や物価上昇の継続が個人消費に及ぼす影響に伴う下振れリスクには注意する必要が
あるため、引き続き、経済・物価動向に応じて機動的な政策対応を行っていくことと
しております。 

このような社会情勢の中、国は「令和８年度予算の概算要求に当たっての基本的な
方針について」において、「経済財政運営と改革の基本方針2025」に基づき、経済・
財政一体改革を着実に推進するため、経済・物価動向等に配慮しながら、歳出全般に
わたり、施策の「優先順位」を洗い直すことにより、無駄を徹底して排除しつつ、   
予算の中身を大胆に「重点化」することとしております。 
 

当町においては、これら国の経済財政運営のあり方をふまえて、町の最上位計画で
ある「黒潮町総合戦略」により、各種施策をきめ細やかに実行していくことになりま
すが、近年の高止まりした一般会計予算規模の状況は、「歳入は減少」「歳出は増加」
であるため、歳入・歳出差引で「歳出超過」の構造となっております。 

今後の財政運営に予断が許されないことから、令和７年度から令和９年度までの 
３ヶ年を「予算総額縮減の集中改革期間」としておりますので、令和８年度はその  
中間年として、財政健全化を強力に推進しなければなりません。 
 

これらをふまえ、令和８年度当初予算の編成においては、さらなる事務事業全般の
見直しの徹底から、「優先順位」と「重点化」の整理をしつつ、業務量にも配慮する
ための「スクラップ・アンド・ビルド」を行い、職員の熱意と創意工夫による施策の
充実から、住民ニーズに的確な対応が出来るよう予算見積・要求を行うこととします。 
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重点項目 
 
 令和８年度においても重点項目は定めません。 

これまでの事業計画協議等による指示事項に留意し、「黒潮町総合戦略」の「創生
基本計画」「福祉基本計画」「教育基本計画」「防災基本計画」の４つの基本計画及び
下記の【歳出予算要求額の目標設定】により、財政健全化を図りつつ、予算編成を  
行うこととします。 
 
 
歳出予算要求額の目標設定 

 
＜一般会計予算（当初）の歳出予算要求限度額＞ 

令和８年度 

110.5億円 
（令和７年度当初予算116.4億円の▲5％） 

※各課の上限額は別途、「別紙_目標設定シート（R08当初）」及び「別紙_令和8年度当初予算
編成に向けた予算額の調整について（一般会計）」を参照すること。 
※特別会計においても一般会計に準じて整理を行うこと。 
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基 本 方 針 
 
 

黒潮町総合戦略における「政策の企画・実行に当たっての基本方針」をふまえ、    
予算編成を行うこと。 
 
１ PDCAサイクルによる継続的な業務改善を実行する 

職員一人ひとりが、常にPDCAサイクルによる業務の見直しを徹底し、事業概要書の 
作成により、KPI（重要業績評価指標）の確認から事業の効果・検証を行い、継続的な  
業務改善に取り組むこと。 

特に新規施策の予算要求については、「サマーレビュー・予算編成プロセス」における
事業計画協議で了承を得たものとすること。 
 
※黒潮町デジタル化推進計画では大枠を「PDCA形式」で策定し、個々の施策については
「OODA（ウーダ）形式」でトライ&エラーを繰り返しながら、スピード感をもって対応
していくこととしております。この考え方は、デジタル推進以外にも応用出来るため、
必要なリスク対応は行いつつ、積極的な業務改善をすすめること。 
 

ＰDCAサイクル OODAループ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※項目の説明は省略します。 
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２ 事業等の取捨選択や転換にあたって掲げた視点をもつ 
（１）前年踏襲だけではなく、常に事業効果の最適化を求め、優先度合いの高い施策に

限りある行財政資源を効果的・効率的に配分していくことを基本とすること。 
 
（２）政策的経費については、事業実施の目的を再確認し、住民ニーズがないもの、   

行政の都合でのみ実施する事業は、スクラップ（廃止）すること。 
 
（３）内部管理経費（政策的経費以外の経費）については、職員一人ひとりが徹底した

コスト削減の意識をもち、システム化やデータ化（ペーパーレス化）等、積極的に事務
の効率化を図ること。 

 
（４）義務的経費（人件費、扶助費、公債費）については、制度改正や対象人員等の把握

に努め、歳入歳出ともに予算の過大・過小計上が起こらないようにすること。 
 
（５）投資的経費（普通建設事業、災害復旧事業）については、昨今、資材価格の高騰、

技術者や後継者不足の影響等により、入札の不調・不落が続いているが、当該年度で
事業が完了出来るよう、業務量の調整や施工時期の平準化を図ったうえで、予算の  
見積もりを行うこと。 

 
３ 中長期的な視点による経営の最適化を図る 

持続可能な行財政運営を行うため、スクラップ・アンド・ビルドの徹底、優先的事業の
順位付けや既存事業の積極的な見直しにより、経営の最適化を図ること。 
 
４ その他の視点について 

納税者・納付者の公平性の観点からも、地方税や使用料・手数料等の収入未済額の  
縮減のため、徴収・滞納整理の強化をさらに図るとともに、貸付金等の債権管理の徹底、
遊休資産の売却の促進に努める等、財源確保を図ること。 
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留 意 事 項 
 

予算見積・要求の内容は規則・要綱等による根拠規定との適正性を確保すること。 
 
Ⅰ 一般的事項  
 
１ 年間総合予算の見積・要求について 

国・県の予算、地方財政計画等の動向を見極めつつ、年間総合予算として意識した  
見積・要求を行うこと。（例年同様、原則として６月議会での補正は行いません。） 
 
２ 前年度決算額等との比較について 

前年度決算額、本年度当初予算額及び決算見込額との比較を行い、より一層の縮減に
努めること。要求額と決算額等の乖離が大きい場合には減額査定を行います。 
 
３ 新規事業について 

事業計画協議で承認のない予算要求は認め難いため、事業計画協議は予算査定までに
終了することを基本とし、指示を受けた事項について見積・要求を行うこと。 
 
４ 関係各課及び課内での事前調整について 

各課にまたがる政策課題への対応にあたっては、人為的な事務遅延による見積・要求
漏れがないよう十分に注意すること。 

また、事業計画協議等で指示のあった案件は、担当課のみで予算要求の延期や中止の
判断（指示とは違う判断）を勝手に行わないこと。課題を先延ばしにしないこと。 
 
５ 事業量の調整について 

繰越予算の消化により現年予算の執行が出来ず、翌年度に繰り越しとなることが想定
される場合（繰越ありき）は、当初予算に計上しないこと。 
 
＜予算措置と事業実施年度のイメージ＞ 

事業年度 繰越予算 現年予算 

８ 令和７年度繰越（実施） 令和８年度現年（計上しない） 

９ 令和８年度繰越 令和９年度現年（実施） 
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Ⅱ 歳 入  
 
１ 地方税（町税）・地方譲与税・地方交付税等 

経済情勢の推移、税制の改正等を十分勘案して、適正に見積もること。 
 
２ 分担金及び負担金 

受益者負担金等については、事業内容を十分検討し、公正かつ適正な負担の確保に  
努めるとともに、「黒潮町分担金賦課徴収条例」等に留意して見積もること。 
 
３ 使用料及び手数料 

他団体の動向等を勘案し、的確に見積もり、「黒潮町手数料徴収条例」等に基づく適正
な運用を行うこと。また、安易な減免・減額は行わないこと。 
 
４ 国・県支出金 

行財政制度の動向を把握し、的確に見積もること。特に新規事業は補助金の名称・種
類等を確認し、過大過小な見積もりにならないよう注意すること。 

また、既存の補助金がない事業は、国や県に対して支援の拡充を得られるように政策
の立案を積極的に行う等、各種の取り組みを強化すること。 

その他、予算措置以降の交付決定額の減額により、地方負担額（歳出一般財源）が増え
る場合は、財源措置を再検討しなければならないため、財務係に必ず連絡すること。 
 
５ 財産収入 

財産の現状を把握し効率的な活用に努めるとともに、遊休資産等の有効活用を図り、   
的確に見積もること。課題のある遊休資産等は、除却等の整理を行うこと。 
 
６ 寄附金 

「ふるさと納税」寄附金は、町の歳入確保の手段だけではなく地域経済を再生させる
一助であるため、引き続き、地域資源の掘り起こしを行い、寄附金の確保に努めること。 

その他、「企業版ふるさと納税」寄附金、「事業認定型ふるさと納税」寄附金、     
「クラウドファンディング」についても各課で検討し、有意となるものは事業の財源と
して積極的に導入すること。 
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７ 繰入金 
 財政調整機能となる「財政調整基金」及び「減債基金」の基金残高について注視する
こと。その他「特定目的基金」については、目的にあった運用が出来ているか、再確認 
すること。 
 
８ 諸収入 

実績等を検討し的確に見積もること。計上漏れのないように計上すること。 
 
９ 地方債（町債） 

地方債計画等に基づき適切に見積もること。公債費負担及び実質公債費比率の上昇抑
制の観点から、交付税措置のある優良な地方債を導入するとともに、一般会計の予算  
計上は歳出予算総額の10％以内を基本とすること。 

その他、充当の可否、充当率等の詳細については、財務係と協議すること。 
 
＜地方債の発行期限＞※令和7年10月時点 

令和７年度で終了 旧合併特例事業債 
緊急防災・減災事業債 
防災・減災・国土強靱化対策事業債 
緊急自然災害防止対策事業債 
公共施設等適正管理推進事業債（脱炭素） 

令和８年度で終了 公共施設等適正管理推進事業債（脱炭素以外） 

令和11年度で終了 緊急浚渫推進事業債 

令和12年度で終了 過疎対策事業債 
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Ⅲ 歳 出  
 
１ 人件費 
（１）職員給与関連費については、行政人事係で積算し要求すること。（制度改正による
影響額を反映させること。） 

その他、補助事業等で事業費支弁給与（事務費等）として計上出来るものについては、
漏れなく対応すること。 
 
（２）委員等報酬（特別職の報酬）については、「黒潮町特別職の職員で非常勤のものの
報酬及び費用弁償に関する条例」等に基づき、予算を計上すること。 

また、ウェブ会議や書面会議等の開催についても支出対象となるため、留意すること。
（その他、情報提供に留まるものは支出対象外。） 
 
（３）会計年度任用職員の雇用に伴う経費（報酬等）は必要性を十分考慮し、適正な  
人員配置を整理したうえで、予算を計上すること。その際、係単位の雇用一択ではなく、
課単位の雇用形態を検討し、事務の効率化、歳出予算の縮減等を図ること。 
（雇用のあり方については必要に応じて副町長と協議を済ませておいてください。） 
 
＜例︓総務課＞ 

総務係0.5人役→1人役  総務係0.5人役 
総務課1人役 

財務係0.5人役→1人役  財務係0.5人役 
2人雇用 ではなく、 1人雇用の検討を行うこと 

 
 
２ 報償費 
（１）他団体の動向を把握し、必要最小限の経費を計上すること。 
（２）講師等の旅費相当分（高速料金含む）は、謝金に含めて支払うこと。 
 その他、講師謝金等に対するウェブ会議や書面会議等は、報酬と同様に取り扱うこと。 
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３ 物件費 
（１）旅費については、Web会議の活用による移動時間の縮減や経費削減を行いつつ、
真に必要な参加人数・必要性等を十分に検討して、予算を計上すること。 
 その他、町長等が各課で対応する定例会議の旅費等は各課で予算を計上すること。 

 
（２）消耗品については、補助対象とならない一般事務分は総務課で予算要求すること。 

印刷物については、安易な外部発注は控えつつ、ペーパーレス化を推進し、経費削減
に努めること。 
 
（３）修繕料については、「個別施設計画」により適正化を図り、予算を計上すること。 
 
（４）食糧費については、会議等、公式行事に伴うものを対象とし、引き続き、社会的 
批判を招くことのないよう、使途目的を明確にして、必要額を見積もること。 

職員の懇親会費については、１件あたり4,000円を上限とします。 

 
（５）役務費については、光熱水費（電気、ガス、水道等）は適切な使用に努めること。 

郵便料については、郵送の廃止や回数の制限、他の手段での対応等、見直しを積極的
に検討すること。 

その他、システム関連経費（保守料、手数料）については、増額傾向により財政負担が 
顕著となっているため、引き続き内容精査に努めること。 
 
 

＜食糧費＞ 

交際費と類似する点もあるが、「行政事務執行上の直接的必要性から消費されるもの」である。

この経費としては、各種会議用（宴会を含む。）、式日用茶菓、接待用茶菓、弁当、非常炊出賄、  

宿泊所、保育所等の賄料等があげられる。 

＜旅費関係＞ 

・各課の旅費（新人担当者研修）と人事管理の旅費（行政人事係とりまとめ研修）は分別する。 

 （各課の旅費は人事管理費から支出しませんので、必要額は各課で計上すること。） 

・旅費早見表等の資料を参照すること。※ライブラリ（行政人事係）に格納 

・公用車使用により駐車場使用料が必要な場合は忘れずに見積もること。 

・2人以下の公務出張は鉄道利用を推奨しているが、時間効率等により公用車利用が適する場合は

各管理職の判断で公用車利用を承認しているため、これを勘案して予算を計上すること。 
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（６）委託料については、新規・継続に係わらず必要性や効果等を精査し、契約内容や 
契約額の妥当性を確認して予算要求すること。 

民間活力を活かすことで、効率的・効果的に事業展開が出来るものは、積極的な業務
委託を検討すること。その際、業務委託はしているが、引き続き職員が業務を担う状況
に陥らないよう留意すること。 

安易に職員の業務簡略化のみを理由とした業務委託は行わず、適正な「内製化」に努
めること。（職場内の人材育成を阻害せず、「職員で出来ることは職員で行う。」という意
識をもつこと。 

 
４ 備品購入費 
 必要性を十分検討し、予算を計上すること。 
 
５ 普通建設事業費 

事業の必要性や投資効果等について十分検討したうえで事業を厳選し、必要最小限の
経費を計上すること。（実質公債費比率の過度な上昇を抑制するため、単年度の普通建設
事業費の縮減を図ること。） 
 
（１）「道路新設改良事業」は、旧町単位での事業のすすめ方を改めること。 
 交付税措置の有利な旧合併特例事業債の活用終了による影響を考慮するため。 
 
（２）「町営住宅等整備事業」等、長期計画の事業においても同様の整理を行うこと。 
 財源充当する地方債（公営住宅建設事業債）は交付税措置がないため。 
 
※普通建設事業全体として、事業の「優先順位」をつけておくこと。 
 
 
 
 

＜指定管理者制度の取り扱いについて＞ 

本制度等に基づきNPO法人等に業務委託を行っている事業については、サービス内容が今の 

時代に即した内容か再点検を行い、適正化を図ること。 

また、予算計上が単なる前例踏襲とならないように、報告義務のある事業（実績）報告書を 

確認・分析し、事業者に対する必要な対応を怠らないこと。（委託側の意見をしっかりと聞き、  

サービスに転換出来るよう努めること。） 
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６ 負担金補助及び交付金、扶助費 
既存事業（特に町の単独事業分）は、KPIの確認による効果・検証を行い、時代の要請

に合わないものや初期の目的を達成したものは、積極的にスクラップ（廃止）すること。 
新規事業は将来の財政運営に影響を及ぼすことがないように予め、終期をふまえた 

設定を行い、必要最小限の経費を計上すること。（終期は原則３年以内とすること。） 
その他、負担金・補助金の交付団体については、実績報告や決算書、次年度の活動計画

等の事業内容を確認し、予算の適正性を判断すること。 
扶助費についても引き続き、内容精査に努めること。 

 
７ 公課費 
 自動車重量税、各種登録税等のほか、インボイス制度による「消費税及び地方消費税」
の予算を計上すること。 
８ 積立金 
 全体収支を調整し、将来のために必要な積み立てを行うよう努めること。 
 
９ 繰出金 
 特別会計への繰出金に代わる財源調達の確認を行うこと。（資本費平準化債等） 
 
10 予備費 

一般会計においては、前年度までの決算額をふまえ、予算額の0.3％を限度に必要最低
限の予算を計上すること。 

特別会計においては、前年度の予算額を基本とし、増額する場合は予算査定にて詳細
な説明を行うこと。（特別会計は一般会計と異なり、事業目的が明確なものと位置付けら
れており、一般論では予備費の必要性が乏しいとされています。） 
 
 

＜負担金＞ 

講習会、研究会等の資料代、テキスト代として明確な徴収をされる場合は「需用費（消耗品）」

で支出すること。費用の内訳が示されず、参加費として一括徴収される場合は「負担金補助及び 

交付金（その他負担金等）」で支出すること。 

＜補助金＞ 

特に新規施策としての支出は、規則、要綱、規程等を制定したうえで明確化すること。（黒潮町

補助金等交付規則は基本的事項を定めたものであるため、その他の必要（詳細）な事項は個別の 

要綱等を作成・対応すること。） 
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Ⅳ 特別会計  
 

特別会計においては、適正な受益者負担の確保により収支均衡に務め、一般会計に  
準じて経費の削減に取り組み、予算編成を行うこと。 

また、一般会計からの繰入金の増減についても注視し、国や県の補助事業等、新たな
財源確保のための情報収集を積極的に努めること。 

公営企業会計（水道事業、集落排水事業）については、経営の合理化を図るとともに、
企業的性格を十分に発揮し、独立採算制の確保に努めること。 

その他、制度改正等に伴う支出額（例︓システム改修委託）が発生する場合や    
「インボイス制度による「消費税及び地方消費税」の予算が必要な場合は、忘れずに  
当初予算で要求を行うこと。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜消費税及び地方消費税（消費税等）の申告について＞ 

当初予算で予算計上すること。 

申告期間、納付時期の把握により、適正な処理を行うこと。 

（支払遅延にならないように注意すること。） 
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Ⅴ その他  
 
（１）予算要求額の過大な見積もりは、「不用額」の増額、安易な「予算流用」の原資に
なる恐れがあるため、内容精査に努めること。 
 
（２）システム関連経費は消耗品類も含めて情報推進係で一括計上すること。 

その他、役務費のうち通信運搬費（情報通信費）については、IWKインターネットの   
民営化に伴い、会計ごとに予算を一本化しているため、新規の取り扱いは留意すること。 
 
（３）ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の購入費用（本体・交換部品）及び簡易無線電波 
使用料（補助事業は除く）は消防防災係で一括計上すること。 
 
（４）別紙、令和5年10月30日付の事務連絡「歳出予算縮減のための公共施設の適正化
について（除却・集約化等）」により、対象施設の除却を行うこと。 

令和８年度は遂行期間（令和６〜８年度）の３年目（最終年）であり、保管文書のデジ
タル化も進んでいるため、予定どおり旧浜松保育所等の除却を実施すること。 

 
（５）収支の調整が困難な場合は、「減額シーリング」を実施します。 

 

＜減額シーリングの実施について＞ 

＜除却の対象施設（案）＞ 

旧浜松保育所、旧早咲保育所、旧中央保育所 

※施設の詳細は事務連絡のとおり（財務係調査によるもの） 

 ※対象施設の確認事項を整理のうえ、対応すること。（総務課、教育委員会） 
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Ⅵ 予算入力・提出書類・予算査定等  
 

予算入力期限 令和７年１２月５日（金）※期限厳守 
資料提出期限 令和７年１２月５日（金）※期限厳守 

 
※予算入力期限までに課内協議（課長査定）を行い、内容精査すること。 
※未協議の政策的事業は、予算入力を行わないこと。 
※入力期限後、編成作業を開始しますので、期限内の予算入力にご協力ください。 
（入力期限を過ぎると予算入力出来ません。） 
 
１ 資料について 
 提出資料は、全てデータでお願いします。 
 
（１）各 種 資 料（見積書等）※全ての事業（内部管理経費を除く） 
（２）事業概要書（様 式 1）※全ての事業（内部管理経費を除く） 
 

提出先 画像サーバ(W:)/令和7年度/総務課/財務係/01.予算査定/R08当初/ 
内の部署別フォルダ内→係別内の「01各種資料」「02事業概要書」に格納 
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２ 予算査定について 
提出資料のペーパーレス化に伴い、基本として「LGWAN対応のノートパソコン」に 

より、提出資料を確認します。LGWAN対応のノートパソコンを1台準備しますので  
ご活用ください。（それ以上必要な場合は各課で準備してください。） 
 予算査定の仕方は以下のとおり、査定期間の短縮を図ります。 
 
＜予算査定の仕方について＞ ※令和６年度予算編成より 

予算査定の対象事業は「全ての経費」となりますが、内容精査が出来ていることを前提に 

【1R】予算査定の確認事項を一部省略する。 
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３ 予算編成作業の日程（案）  
日程の詳細は、12月中旬以降に全庁掲示板でお知らせします。 

 
＜今後の予定＞ 
10/17 10月期執行機関会議 

令和８年度当初予算編成方針・通知 
10/17 予算見積・要求入力開始 

 
12/05 予算見積・要求入力〆、各種資料・事業概要書（様式1）の提出〆 

 
12/05 定例議会開会（予定） 

予算査定資料の整理・準備（内容チェック、確認事項を抽出） 
12/19 定例議会閉会（予定） 

 
12/23 12月期執行機関会議（予定） 

「各課の歳出予算要求額（概算要求額）」を提示 
01/06〜17 【予算査定（1R）】総務課長・財務係長査定 

 
01/22〜 【予算査定（2R）】副町長査定 

 
02/03〜 【予算査定（3R）】町長査定 

 
02/16〜 予算調製、予算書課長チェック、予算書製本 

 
 
※12月期執行機関会議にて、「各課の歳出予算要求額（概算要求額）」を提示します。 
状況に応じて、担当課からの歳出予算の縮減の提案を求めます。 
 
※予算に関する必要事項等を補完するため、グループウェアのライブラリ（財務係）に
も各種資料を格納していますので、ご参照ください。 
 
※予算査定会場は、財務係の作業効率を最適化するため、全てを本庁（委員会室）のみ
で実施します。何卒、ご了承ください。 
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令和８年度当初予算見積・要求書記載要領 
 
 
 入力方法については、「財務会計システム予算編成操作説明資料（各課用）」
や文書ライブラリ（財務係）内の「財務会計システムの使い方」等を参照し、   
課内で連携を図りながら対応すること。 

入力された内容に誤りがないか必ずチェックすること。（例︓金額の桁間違い、

支出科目の誤り、名称の誤字・脱字、入力ルールによる対応の可否。） 
 
※支出科目の確認は各係に備えております「歳入歳出科目解説」やグループウェアの  

共有リンク集「コンシェルジュデスク」等で確認すること。 

※なお、ご不明な点がありましたら財務係までお問い合わせください。 
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１予算入力について 
 「前年取込」された状態であるため、適宜、入力の変更を行うこと。その際、
見積・要求がない場合は、「0円に入力変更」もしくは「削除」すること。 
 また、積算基礎欄には積算内容や前年度差額の理由等の詳細を記載し、特定
財源の歳入は歳出と紐づけるため、「財源充当（登録）」を忘れずに行うこと。 
 
２ 新規項目の作成について 

【歳入】全科目…財務係で作成 
【歳出】款・項・目・細目・細々目…財務係で作成 
【歳出】節・細節・説明…担当課で作成 

 
３ 予算の端数調整について 

【歳入】1,000円未満切り捨て 積算1,300円⇒入力1,000円 
（※千円単位で入力） 

【歳出】1,000円未満切り上げ 積算1,300円⇒入力2,000円 
（※円単位で入力⇒自動で千円単位） 

 
４ 歳出の細節・説明の記載について 
 
説明「00（説明名称無し）」となるもの 
02〜04 給料等 
07 報償費の内 

01嘱託職員報償費・02区長手当・04講師謝金 
08 旅費 
 01普通旅費・02費用弁償・03研修旅費・04特別旅費 
 ・05会計年度任用職員旅費・06会計年度任用職員費用弁償（パート） 
10 需用費の内 

01消耗品費・02印刷製本費・03燃料費・05賄材料費・06修繕料 
・07食糧費 

11 役務費の内 
02保守料・03保険料・04広告料・05翻訳料 

13 使用料及び賃借料の内 
01駐車場使用料・02放送受信料・03土地・04建物・05船舶・06自動車 
・07機械類・08使用料 

26 公課費 
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説明「01（説明名称有り）」となるもの 
01 報酬 
 01議員報酬・02その他委員等報酬・03会計年度任用職員報酬 
05 災害補償費 
07 報償費の内 

05その他報償費 
09 交際費 
10 需用費の内 

04光熱水費（電気料・水道料・ガス代）・08その他需用費 
11 役務費の内 

01通信運搬費（電話料・郵便料）・06その他役務費 
12 委託料  
 ※説明名称は「〇〇委託」で統一 
13 使用料及び賃借料の内 

09その他賃借料 
14 工事請負費  
 ※説明名称は「〇〇工事」で統一 
15 原材料費 
16 公有財産購入費 
17 備品購入費 
18 負担金補助及び交付金 
19 扶助費 
20 貸付金 
21 補償補填及び賠償金 
22 償還金利子及び割引料 
23 投資及び出資金 
24 積立金 
25 寄附金 
27 繰出金 

＜備考＞ 

・入力ルールに基づき対応すること。 

・予算額等は半角数字ですが、説明名称のカナ・英数字は「全角」表示で対応すること。

（※ﾈｯﾄﾜｰｸ → ネットワーク、AED → ＡＥＤ、12345 → １２３４５） 
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５ 職員給与関係費 
行政人事係で見積・要求します。2025人事院勧告等、制度改正による影響

額は忘れずに反映し、時間外勤務手当は実績等をふまえ、過剰な見積もりに 
ならないように積算すること。 

各課においては、時間外勤務の実態を把握し、業務改善に努めることで、  
時間外勤務の圧縮（時間外手当の減額）を図ってください。 

その他、事業費支弁給（補助対象人件費）については確認を怠らず、漏れな
く対応すること。 
 
６ 保育所・学校等の配当予算 

各保育所・各学校単位の要求は施設間の均衡を図ること。 
 施設の維持管理経費については、人口減少等に伴う統廃合のあり方をふまえ、
長期的な視点をもって対応すること。 
 
７ 報酬などの予算入力 

各種委員等への支出は、条例・規則等に基づく適正な科目で入力すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜報酬と報償費について＞ 

条例で定める附属機関の設置における各種委員は「報酬」での支出、附属機関と  

しての設置は求められていないと解釈され、条例の定めのないものは「報償費」での

支出となります。 
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８ 会計年度任用職員について 
2025人事院勧告等による新たな対応が必要な場合は、行政人事係からの 

連絡をふまえ、適正に対応すること。 
 
（１）会計年度任用職員の人件費に係る予算科目は「細目︓会計年度任用職員」
となります。予算科目が必要な場合は財務係に連絡してください。 
（２）報酬等の設定に関することは行政人事係へお問い合わせください。 
（３）予算科目の設定は地方公務員法等の定めにより、雇用形態ごとに分別 
されているため、別紙、参考資料を確認し、予算入力を行うこと。 
 

＜会計年度任用職員の「出張旅費」と「通勤手当」の取り扱いについて＞ 

 雇用の仕方により、以下のとおり支出科目が異なりますのでご留意ください。 

 
・フルタイム及びパートタイム技術職 

項目 内容 予算科目（節・細節） 

出張旅費 一般職の普通旅費と同じ予算科目 
旅  費 

（08-05）会計年度任用職員旅費  

通勤手当 81〜（細目︓会計年度任用職員）  
通勤手当 

（03-31）会計年度任用職員通勤手当  

 
・パートタイム（技術職を除く） 

項目 内容 予算科目（節・細節） 

出張旅費 一般職の普通旅費と同じ予算科目 
費用弁償 

（08-02）費用弁償  

通勤手当 81〜（細目︓会計年度任用職員）  
費用弁償 

（08-06）会計年度任用職員費用弁償  

 
※ ラ イ ブ ラ リ /行 政 人 事 係 フ ォ ル ダ /会 計 年 度 任 用 職 員 関 係 /に 各 種 資 料 を 格 納 し て  

いますので、ご参照ください。 

 


